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問危機管理課（☎983‒3200）

　緊急時において、迅速かつ
確実な情報伝達が実施できる
よう、緊急地震速報訓練が実
施されます。
　八幡市防災行政無線より訓
練用の緊急地震速報が流れま
す。放送を確認した際には、
姿勢を低くし、頭を守る、安
全な場所に移動するなど、身
の安全を確保する行動を実践
してみましょう。

■日時　11月５日（水）
　　　　午前10時ごろ
■内容　「（チャイム）こちらは
八幡市です。ただいまから訓
練放送を行います。（緊急地
震速報チャイム音）緊急地震
速報。大地震です。大地震で
す。これは訓練放送です（３
回繰り返し）。こちらは八幡
市です。これで訓練放送を終
わります（チャイム)」

Android iOS

八幡市防災アプリ

※これらの防災行政無線の放送内容
が聞き取れなかった場合などは、
防災行政無線テレホンサービス
（☎982‒2484、982‒2485）や八幡
市防災アプリからご確認いただけ
ます。

緊急地震速報訓練

　市内36カ所の防災行政無線から次の
日時に放送が流れます。試験放送のた
め、避難をする等の必要はありません
ので、ご注意ください。
■日時　11月12日（水）午前11時ごろ
■内容　「（チャイム）これはＪアラー
トのテストです（３回繰り返し）。
こちらは八幡市です。（チャイム)」

Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）

全国一斉情報伝達試験

■対象者　市内在住・在勤・在学の人
■申込方法（原則、オンライン申請のみ）　11月４日（火）午前８時30分から受付開始（先着順）
※インターネットからの申し込みが困難な人は、秘書広報課（☎983‒3893）までご連絡ください。

問秘書広報課（☎983‒3893）

川田市長とまちかどタウンミーティング開催

川田翔子市長

■注意事項
※タウンミーティングは市政についての
建設的な意見交換の場です。単なる相
談や一方的な要望、誹謗中傷あるいは

政治・宗教活動、営利目的の意見はお
断りします。
※当日は写真や動画を撮影し、広報紙や
市ホームページ等で使用する場合があ

ります。
※立ち見でご覧いただく場合は、買い物
客の通行の妨げや近隣店舗へのご迷惑
にならないようご協力をお願いします。

■11月の開催日時・場所等
開催日 時　間 場　所 定　員

11月25日(火) 午後２時～３時 ファミレやわた１階　催事会場 15人

11月29日(土) 午後２時～３時 イズミヤショッピングセンター八幡１階　西側催事場 50人

※先着順で受付し、定員に達し次第、受付終了。

申し込み
フォーム

　川田市長が市民の皆さんと対話するタウ
ンミーティングを開催します。
　今回は多くの市民が訪れるショッピング
センターのオープンスペース（催事場）を
借りて実施します。参加を希望する人は、

必ず申し込みの上、会場へ直接お越しくだ
さい。
　なお、当日は立ち見の人からもご意見を
募る予定です。興味や関心のある人は、お
買い物ついでにお立ち寄りください。

■対象者　本市に活動拠点があり、本市市民が主
体となって組織する団体（協議会、実行委員会、
任意団体等を含む）等
申補助金の手引きをご覧の上、11月４日（火）～
12月26日（金）に申請書等を商工観光課へ
※手引きや申請書は市ホームペ
ージや商工観光課窓口で入手
可。
※その他の詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

　市の観光振興と地域の活性化を目的に、団体等が開催するにぎわいの創出・交流人口の拡大・
観光客の誘致等につながるイベントに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

事業名 内　容 補助率 補助上限額

観光イベント自立化支援事業

八幡市における観光客の誘致等による観光
振興を目的とした自立化を目指すイベント
の開催に対して補助
※同一事業への補助金の交付は３年を限度。

１／２ 50万円
（下限５万円）

イベント開催支援事業
八幡市におけるにぎわいの創出や、交流人
口の拡大による観光振興を目的としたイベ
ントの開催に対して補助

１／２ 15万円
（下限５万円）

令和７年度八幡市観光振興事業補助金のご案内

問商工観光課（☎983‒2853）

市ホームページ

施します。出されたご意見は、今
後の地方創生にかかる取組方針へ
の反映を検討することにしていま
す。

▼日時　11月28日（金）
　　　　午後１時～

▼場所　市役所３階会議室３‒３

▼定員　５人（先着順）

■第15回まち・ひと・しごと創生
　検討懇談会
　令和６年度末で計画期間が終了
した「第２期まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の最終総括をはじ
め、令和６年度の地方創生関連の
取り組み等の報告後、各委員から
ご意見をいただき、効果検証を実

■地域公共交通会議
　公共交通事業者や利用者代表、
行政機関等が地域住民の生活に必
要なバスやタクシーなどの公共交
通における課題等の協議をします。

▼日時　11月25日（火）
　　　　午後２時～４時

▼場所　市役所５階会議室５‒１

　次の懇談会等は傍聴できますので、傍聴希望の人は会議開始10分前
までに会場入口へお越しください。懇談会等傍聴できます

問政策企画課（☎983‒1004） 問管理・交通課（☎983‒5144）

■行財政改革検討懇談会
　第８次行財政改革実施計画の進
捗状況等について、各委員からご
意見をいただきます。

▼日時　11月28日（金）
　　　　午前10時～

▼場所　市役所３階会議室３‒３

▼定員　５人（先着順）


